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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
の
定
員
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
の
外
務
省
の
定
員
は
、
五
千
四
百
五
十
三
人
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
十
月
十
一
日
現
在
の
社
団
法
人
国
際
交
流
サ
ー
ビ
ス
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
の
職
員
数
は
、
七

十
六
人
、
在
外
公
館
派
遣
員
の
数
は
、
二
百
五
十
四
人
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
協
会
職
員
又
は
在
外
公
館
派
遣
員
は
、

一
に
つ
い
て
で
お
示
し
し
た
外
務
省
の
定
員
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

四
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
が
平
成
十
六
年
度
及
び
平
成
十
七
年
度
に
在
外
公
館
を
通
じ
て
実
施
し
た
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
お
尋
ね
の
各

国
の
外
務
省
及
び
我
が
国
外
務
省
が
所
掌
す
る
経
済
協
力
に
関
す
る
事
務
と
同
様
の
事
務
を
取
り
扱
う
そ
の
他
の
省
庁
の
職

員
数
は
、
イ
タ
リ
ア
が
五
千
二
百
八
人
、
カ
ナ
ダ
が
六
千
三
百
八
十
四
人
、
ド
イ
ツ
が
七
千
四
百
七
十
八
人
、
フ
ラ
ン
ス
が

八
千
九
百
六
十
五
人
、
イ
ギ
リ
ス
が
七
千
二
百
六
十
一
人
、
ロ
シ
ア
が
七
千
二
十
八
人
、
韓
国
が
千
八
百
三
十
三
人
で
あ
る

と
承
知
し
て
い
る
。

一



十
一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
国
益
を
踏
ま
え
た
外
交
を
強
力
に
展
開
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
強
化
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
い
る
。

二


